
2011/11	 愛西市議会だより 4

 

補
正
額　
　
　

	

５
千
620
万
5
千
円

総　

額　

226
億
9
千
181
万
6
千
円

主
な
内
容

 
住
民
記
録
シ
ス
テ
ム
改
修
委
託

料
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

の
療
養
給
付
費
負
担
金
の
確
定
に

伴
う
も
の
や
、
消
防
団
員
退
職
報

奨
金
な
ど
で
す
。

質
　
疑

　

住
民
記
録
シ
ス
テ
ム
の
改
修
委

託
料
は
、
随
意
契
約
だ
が
、
必
要

時
間
数
が
妥
当
か
ど
う
か
、
ど
の

よ
う
に
市
の
中
で
検
討
し
て
い
る

の
か
。

答
　
弁

　

電
算
会
社
か
ら
出
さ
れ
た
作
業

内
容
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
聞
き
取

り
を
、
情
報
管
理
課
、
市
民
課
で

行
っ
た
。
ま
た
、
同
じ
電
算
会
社

で
改
修
す
る
予
定
の
近
く
の
市
へ

も
聞
き
取
り
を
し
た
。

質
　
疑

　

忠
魂
碑
撤
去
の
工
事
の
内
容
の

説
明
を
。

答
　
弁

　

市
有
地
を
適
正
に
維
持
管
理
す

る
観
点
か
ら
、
宗
教
的
な
色
合
い

を
除
い
て
工
事
を
計
上
し
た
。
忠

魂
碑
の
倒
伏
、
保
管
所
へ
の
運
搬

経
費
を
200
万
円
計
上
し
た
。

補
正
額　
　
　
　
　

3
9
0
万
円

総　

額　
　
　

6
億
3
千
411
万
円

補
正
額　
　
　
　
　

589
万
7
千
円

総　

額　

37
億
3
千
717
万
9
千
円

質
　
疑

　

毎
年
13
億
円
か
ら
14
億
円
の
繰

越
金
が
出
て
い
る
が
、
甘
い
予
算

立
て
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
。
内

部
の
ル
ー
ル
が
あ
る
の
か
。

答
　
弁

　

国
庫
補
助
、
県
費
補
助
の
事
業

に
、
歳
入
と
し
て
補
助
金
が
入
る

の
は
５
月
ご
ろ
が
多
い
。
会
計
年

度
３
月
31
日
か
ら
５
月
出
納
閉
鎖

ま
で
の
期
間
の
資
金
の
や
り
く
り

に
留
保
金
を
当
て
に
し
て
い
る
。

　

た
だ
、
少
し
多
過
ぎ
る
の
で
は

な
い
か
と
監
査
委
員
の
指
摘
も
あ

り
、
見
直
し
て
い
き
た
い
。

質
　
疑

　

Ａ
Ｅ
Ｄ（
自
動
体
外
式
除
細
動

器
）は
、平
成
22
年
度
は
市
内
９
ヵ

所
に
設
置
さ
れ
た
。
現
在
の
設
置

箇
所
数
は
。今
後
の
普
及
計
画
は
。

集
会
所
、
公
民
館
な
ど
に
設
置
し

な
い
の
か
。
ま
た
、
消
防
年
鑑
へ

記
載
を
。

答
　
弁

　

平
成
18
年
度
か
ら
48
ヵ
所
、
今

年
度
は
斎
苑
に
設
置
す
る
。
今
後

の
設
置
計
画
は
立
て
て
い
な
い

が
、
要
望
に
よ
り
、
部
局
の
判
断

で
設
置
す
る
。
年
報
へ
の
掲
載
は

検
討
す
る
。

質
　
疑

　

精
神
障
害
者
の
医
療
費
の
無
料

制
度
が
で
き
、
障
害
者
の
生
活
改

善
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
し
か
し
、
治
療
せ
ず
に
家
に

引
き
こ
も
る
方
の
家
族
が
だ
ん
だ

ん
高
齢
化
し
、
将
来
を
大
変
悩
ん

で
い
る
。
市
が
で
き
る
具
体
的
な

援
助
の
あ
り
方
は
。

答
　
弁

　

障
害
者
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
で

指
導
を
行
い
、
就
業
を
進
め
て
い

る
が
、
そ
こ
に
相
談
を
も
ら
え
れ

ば
、
何
と
か
接
触
し
、
心
を
開
い

て
も
ら
え
る
よ
う
方
策
を
と
る
こ

と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

■
介
護
保
険
特
別
会
計

　
補
正
予
算 
〈
保
険
事
業
勘
定
〉

平
成
23
年
度

補
正
予
算

■
一
般
会
計
補
正
予
算

■
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

補
正
予
算

平
成
22
年
度

一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　

佐
屋
区
域
・
立
田
区
域
の
使
用

料
等
の
統
一
と
、
佐
織
区
域（
東

八
幡
町
）の
使
用
料
の
改
定
の
た

め
、
改
正
す
る
も
の
で
す
。

質
　
疑

　

そ
れ
ぞ
れ
の
区
域
の
使
用
料
を

改
正
す
る
必
要
性
は
。

答
　
弁

　

下
水
の
種
類
、
住
む
区
域
に

よ
っ
て
下
水
道
の
使
用
料
が
異
な

る
と
い
う
住
民
負
担
の
格
差
を
是

正
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区

域
の
使
用
料
を
統
一
す
る
。

　

合
併
協
議
会
に
お
い
て
公
共
下

水
道
の
供
用
開
始
を
め
ど
に
料
金

の
統
一
を
図
る
と
い
っ
た
指
針
も

あ
る
。

■
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
等

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正




